
　　

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ：V2.1(2008/10/21)版
申請先：　財団法人全国地域情報化推進協会　事務局

「業務ユニット」製品　PF準拠確認チェックリスト

  　　　　　APPLIC 登録番号： K000308-0002 　★APPLICで記載

(１) 対象標準とバージョン
・自治体業務アプリケーションユニット標準仕様V2.0 
・プラットフォーム通信標準仕様V2.0

(２) PF準拠確認対象製品やシステムの情報と連絡先
(a) 申請日（西暦月日）： 2012年7月23日

(b) 申請区分（新規、修正、破棄）： 修正

(c) 申請者

　　　　　　　団体名： 日本電気株式会社 ★識別キー項目１

　　　　　　　団体のURL： http://www.nec.co.jp/ 　（識別キー項目３つで
　　　　　　　APPLIC会員番号： K000308 　　　ユニークになるように

　　　申請者が指定する）
（d) 製品情報
　製品説明のURL： http://www.nec.co.jp/kokyo/GPRIME/jumin/kosekisogo.html

　代表製品名： 戸籍総合システムREPROS-X ★識別キー項目２
　複数製品で構成する場合追記：
　複数製品で構成する場合追記：
　複数製品で構成する場合追記：

　製品識別情報（バージョン等）： 4.00.006A ★識別キー項目３

　リリース日（予定）（西暦月日）： 2009年2月4日　リリ ス日（予定）（西暦月日）： 2009年2月4日

　対応OS： Windows

　製品の形態（(１)型から(４)型）： （１）型

　　　　(1)型　　　　　　　　　　　　（２）型　　　　　　　　　　　　　（３）型　　　　　　　　　　　　　（４）型　　

　前提となるPF通信製品
  　　前提PF通信製品名： ※1
　　　前提PF通信製品名： ※1
　　　前提のアダプタ製品名： ※2

※１  （２）型から（４）型の場合、既に、準拠登録申請してあるPF通信機能を実装する製品名を記載する。
※2  （４）型の場合、業務ユニットのサービスインタフェースを実現するアダプタ製品の製品名を記載する。
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（３）PF準拠確認チェック項目（準拠ルール）
◎：対応、○：制約のあるもの(制限事項をシートの最後の備考欄に記載する↓

番号 要件 準拠ルール
必須/
選択

製品
確認

APPLIC
確認欄

21 戸籍 本籍人の出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁などの異動、照
会、証明書発行、および通知書出力等を行う。また附票管理を行う。
（自治体業務アプリケーションユニット標準仕様V2.0の【業務1-4,7（21戸
籍）】を参照）

◎ ○

21-1 戸籍ユニットが提供する機能を持つ 業務ユニットは、業務標準仕様の機能一覧の最下位レベルで定義される
各機能を持つこと。なお、機能のグループや階層構造は機能一覧の内
容と異なっても良い。
(自治体業務アプリケーションユニット標準仕様Ｖ２．０【業務1-4】の機能
一覧を参照)

必須

◎

21-2 戸籍ユニットのデータ項目を持つ 業務ユニットは、利用側業務ユニットに対し、標準書のインタフェース仕
様で規定されているデータ項目を提供できること。
（自治体業務アプリケーションユニット標準仕様Ｖ２．０ 【業務1-7】のイン
タフェース仕様（ユニット）を参照）

必須

◎

備考欄（前提条件や制限事項）
・
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